
 

令和８年度 IMABARI REHELM プロジェクト推進業務委託仕様書 

 

 

１ 業務名 

令和８年度 IMABARI REHELM プロジェクト推進業務委託 

 

２ 目的 

本事業は、サイクルシティ今治において役目を終えた自転車用ヘルメットを回収し、プロジ

ェクトのシンボルとなる都市ファニチャーへ再資源化（アップサイクル）することで、資源循

環の推進と自転車の安全文化を可視化するとともに、しまなみ海道を擁する国際的な自転車都

市である今治市の取組として象徴的な公共空間を創出し、令和９年５月に愛媛県で開催される

自転車国際会議「Velo-city 2027 Ehime」に向け、世界に向けた発信力の強化を図ることを目

的とする。 

そこで、令和７年度に実施したロゴ制作、素材開発及び廃材回収の成果を踏まえ、令和８年

度はプロジェクトの本格的な情報発信フェーズとして、シンボルとなる都市ファニチャーの製

作やプロモーション動画の制作を行い、プロジェクト全体のブランディング監修を行う。 

 

３ 履行期間 

契約締結日から令和９年３月 15 日（月）まで 

 

４ 業務内容 

受託者は、以下の業務を遂行する。 

（１）プロジェクト全体のブランディング監修及びディレクション 

プロジェクトの統一感と質を担保するため、以下の監修業務を行う。 

ア トータルディレクション： 

・令和７年度に制作したロゴデザイン及びコンセプトに基づき、全ての成果物のトーン＆

マナーを統一する。 

イ PR 戦略の立案： 

・「Velo-city 2027 Ehime」に向けた効果的な情報発信のタイミングや手法について提案・

助言を行う。 

 ウ ヘルメット回収方法の企画提案 

   ・本事業の目的を達成するため、効果的なヘルメット回収方法の企画提案を行う。 

（２）プロジェクトのシンボルとなる都市ファニチャーの製作及び設置 

令和７年度に開発した再生素材（アップサイクルマテリアル）を活用し、国際的な自転車都

市である今治市の取組として象徴的な公共空間を創出するため、都市ファニチャーを製作し設

置する。 

ア 設置場所の選定・調査： 

・市内中心部やしまなみ海道沿線など、発信力が高く、自転車利用者の利便性に資する設

置場所を提案し、発注者と協力して現地調査・関係部署との調整を行う。 



イ 設計・デザイン： 

・本プロジェクトのコンセプトを反映させ、機能性、実用性、芸術性を兼ね備えるととも

に、サイクルシティ今治の取組を世界に発信することができる設計・デザインとする。 

 ウ 製作・施工： 

   ・開発された素材の特性（強度・耐候性データ）を活かし、屋外設置を考慮した都市ファ

ニチャーを製作・設置する。 

（３）プロモーション動画の制作 

プロジェクトの成果を発信するためのプロモーション動画を制作する。 

ア 構成・撮影・編集： 

・本プロジェクトのコンセプトを可視化し、サイクルシティ今治の価値と循環型社会の実

現を印象付ける構成で４分程度の動画を１本制作する。 

イ 多言語対応： 

・世界発信を見据え、上記アで制作した動画を、日本語版及び英語版の２種類に編集する。 

 

５ 成果物 

受託者は、以下の成果物を指定された期日までに納入する。 

（１）業務完了報告書      （Ａ４判ファイル綴じ） １部 

（電子データ）     一式（市が指定する形式） 

（２）都市ファニチャー                 一式 

（３）プロモーション動画                一式（市が指定する形式） 

   ※動画の構成・尺・カット内容が完成した状態で、演出・色味・BGM 等を最小限にした白完

パッケージも併せて納入すること。 

 

６ 留意事項 

（１）安全性の確保 

   ・設置する都市ファニチャーは、市民や観光客等の利用に際し、突起物や強度の不安がな

いよう万全を期すこと。 

（２）権利の帰属 

・制作された動画及び監修に基づく成果物の著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定

する権利を含む）はすべて発注者に帰属するものとし、受託者は著作者人格権を行使し

ない。 

・発注者が本業務の成果物（動画素材等）を、Velo-city 2027 Ehime の会議資料、SNS、そ

の他広報活動等において二次利用することについて、受託者はこれを許諾するものとす

る。具体的な利用範囲については、発注者と受託者が協議して決定する。 

（３）機密保持 

・本業務の遂行上で知り得た秘密を第三者に漏らさない。 

 

７ その他 

本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、発注者と受託者が協議して決

定する。 



８ 問合せ先 

  〒794-8511 愛媛県今治市別宮町一丁目４番地１ 

今治市サイクルシティ推進協議会 

  事務局：今治市 総合政策部 交流振興局 サイクルシティ推進課（担当：近藤・渡部） 

電話：0898-36-1547／E-mail：cyclecity@imabari-city.jp 

 

mailto:cyclecity@imabari-city.jp

